
「伝統的酒造り」ユネスコ無形文化遺産登録が決定 

 

 

～「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録に当たって～ 

國酒（日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん）を醸す日本の伝統的なこうじ菌を

使った酒造り技術が、ユネスコ無形文化遺産に登録されたことを当会会員一

同大変喜ばしくまた誇らしく思っております。ここに至るまで登録にご尽力い

ただきました日本政府及び関係機関ならびに関係者の皆様方に感謝申し上げ

ます。 

日本各地の蔵元にはそれぞれ歴史があり、長い年月の中で、各地で磨き発展 

させた酒造りの技によって國酒が造られてきました。それは、地域の祭礼や年中行事に欠かせないもので

あり、四季折々生活習慣や食文化に合わせて楽しまれてきました。私どもは國酒を知ることは日本の伝

統文化に触れることだと思っています。 

「伝統的酒造り」は、古くは各地の杜氏集団によって継承されてきましたが、近年では、国税局、独立行

政法人酒類総合研究所や公設試験研究機関の支援を受け、各都道府県酒造組合（（合合会）を中心に技術の

研鑽に努めています。これからも、次の世代へ確実に継承と発展を図ってまいります。 

また、私どもは、このユネスコ無形文化遺産登録を機に、「伝統的酒造り」を支える地域社会の絆、自然

環境への配慮、生活文化における役割に改めて思いを致し、関係者と協力して、国民の皆様に國酒の魅力

をあらためて認識していただくとともに、海外の皆様に一層知っていただくための各種事業を国内外で

実施してまいります。そして、こうじ菌と人の技によって醸される國酒が、内外の皆様に愛され世界の食

文化の多様性に大きく貢献することを願っています。 
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